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議第６１号 

   橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部改正 

について 

 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部を改正する条例

を次のように定める。 

   令和２年１１月３０日提出 

橿原市長 亀田 忠彦    

   橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例等の一部を改 

正する条例 

 （橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第１条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２０年橿原

市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「「１００分の１７０」」の次に「と、「１００分の１２５」とあるの

は「１００分の１６５」」を加える。 

第２条 橿原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第８条第２項中「「１００分の１３０」とあるのは「１００分の１７０」と、「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の１６５」」を「「１００分の１２７．５」とあるの

は「１００分の１６７．５」」に改める。 

 （橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部改正） 

第３条 橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例（平成２３年橿

原市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第１項及び第２０条第１項中「１００分の１３０」を「、６月に支給する場

合においては１００分の１３０、１２月に支給する場合においては１００分の１２５」

に改める。 

第４条 橿原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１５条第１項及び第２０条第１項中「、６月に支給する場合においては１００分の

１３０、１２月に支給する場合においては１００分の１２５」を「１００分の１２７．
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５」に改める。 

 （橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第５条 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３２年橿原市条例第１

０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「「１００分の１７０」」の次に「と、「１００分の１２５」とあるのは、

「１００分の１６０」」を加える。 

第６条 橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「「１００分の１３０」とあるのは、「１００分の１７０」と、「１００

分の１２５」とあるのは、「１００分の１６０」」を「「１００分の１２７．５」とある

のは、「１００分の１６５」」に改める。 

 （橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年橿原市条例第２９号）の

一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「、６月に支給する場合におい

ては１００分の１３０、１２月に支給する場合においては１００分の１２５」に改める。 

  第１５条の３第３項中「掲示板」を「掲示場」に改める。 

第８条 橿原市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１５条第２項及び第３項中「、６月に支給する場合においては１００分の１３０、

１２月に支給する場合においては１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条及び第８条の規

定は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

理由 国家公務員の給与改定方針等に鑑み、本市一般職の職員等及び特別職の職員の期末

手当の額の改定を行うもの 


